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　資料№２　 

第１０４回安来市議会定例会　６月定例会議  

提出議案等概要説明書 

 

提出議案　１４件 

（議決案件９件、報告案件４件、同意案件１件） 

　※　議決案件　１件、同意案件 １件　…議案その２として定例会議最終日に提出 

 

 

■６月１日提出議案　１２件（議決案件８件、報告案件４件） 

 

【議決案件】条例案件　４件 

 

議第７１号　安来市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関す

る条例制定について 

　　　　　　 

生活環境及び自然環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図

るため、発電設備の適正な設置及び維持管理について定めるもの。 

　　　　　　　　 

 

議第７２号　安来市林業人材育成拠点条例制定について 

　　　　　　 

令和８年６月中旬以降に供用開始予定の当拠点に関する条例を制定する

もの。 

 

議第７３号　安来市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

　　　　　　 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和 31 年政令第

335 号。以下「基準政令」という。）の定める基準に従い、各市町村が条例で

定める額に基づき行うこととなっており、この度、基準政令において、最近

における社会経済情勢に鑑み非常勤消防団員等が公務等により死亡した場

合における葬祭補償が増額されることに伴い、所定の改正を行うもの。 

 

議第７５号　安来市地方独立行政法人安来市立病院評価委員会条例制定につい　　　　　　　

て 

　 

     　　　　　　地方独立行政法人安来市立病院の設立準備のため、地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第１１条第４項に規定されている評価委員会の組織

及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項について条例を定

めるもの。 
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【議決案件】定款制定　１件 

 

議第７４号　地方独立行政法人安来市立病院定款を定めることについて 

　　　　　　 

地方独立行政法人安来市立病院の設立準備のため、地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第７条に規定されている定款を定めるもの。 

 

【議決案件】財産　　　１件 

 

議第７６号　財産の無償貸付について 

　　　　　　 

上の台緑の村トライアル事業の事業期間を延長するため、当該の土地、建

物及び付属施設を無償で貸し付ける。 

貸付期間は令和 8 年 7 月 1 日から令和 13 年 6 月 30 日まで 

 

【議決案件】予算案件　２件 

 

議第７７号　令和８年度安来市一般会計補正予算（第２号） 

補正額       　　　 　　     64,000 千円  

補正後予算額  　　 　　  28,703,000 千円  

債務負担行為補正 　　　　　　 2 件の追加 

地方債の補正　　　　　 26,000 千円の増額 

 

【主な歳入】 

・国庫支出金　　　　　　　3,880 千円 

・県支出金            　　　554 千円 

・繰越金              　 33,566 千円 

・市債                　 26,000 千円 

 

【主な歳出】 

・可燃ごみ焼却処理業務                   　  （債務負担行為） 

・学校給食提供業務（配送、調理、炊飯等）  　 （債務負担行為） 

・公立病院改革推進事業                           5,393 千円 

・製造業生産プロセス変革・販路拡大緊急支援事業　16,700 千円 

・温泉施設管理補てん金                       　  1,304 千円 

・観光施設整備事業                              12,500 千円 

・社会教育施設災害復旧事業　　　　　　　　　　 　9,004 千円 

・公共施設・公用施設災害復旧事業　　　　　　　 　9,000 千円 
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議第７８号　令和８年度安来市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

資本的収入　　　補正額                   　　　  8,000 千円 

補正後予算額                 　 13,200 千円 

資本的支出　    補正額                        　 8,000 千円 

補正後予算額                 　378,489 千円 

 

【報告案件】　４件 

 

報 第 ５ 号　令和７年度安来市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告     

について 

地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定に基づき、繰越計算書を調製

し報告するもの。 

繰越額　1,352,210 千円　（計 30 事業） 

 

報 第 ６ 号　令和７年度安来市電気事業特別会計予算繰越計算書の報告につい 

　　　　　　 て 

 

地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製し

報告するもの。 

繰越額　12,800 千円 

 

報 第 ７ 号　令和７年度安来市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

予算を繰り越したので、地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定に基づ 

き報告するもの。 

繰越額　159,862 千円 

 

報 第 ８ 号　令和７年度安来市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

予算を繰り越したので、地方公営企業法第 26 条第 3 項の規定に基づ 

き報告するもの。 

 

繰越額　262,152 千円余 
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■６月１２日提出議案（議案その２）　２件（議決案件１件、同意案件１件） 

 

【議決案件】契約案件　１件 

 

議第７９号　工事請負契約の締結について　　　　　 

 

【同意案件】　１件 

同 第 ４ 号　安来市農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

令和 8 年 7 月 31 日に安来市農業委員会委員の任期が満了することから、

同委員の選任について議会の同意を求めるもの。任期は 3 年。 

 


